合併契約書

平成１６年５月１７日

社会福祉法人　上野市社会福祉協議会

社会福祉法人　伊賀町社会福祉協議会

社会福祉法人　島ヶ原村社会福祉協議会

社会福祉法人　阿山町社会福祉協議会

社会福祉法人　大山田村社会福祉協議会

社会福祉法人　青山町社会福祉協議会
伊賀地区社会福祉協議会合併契約書

　社会福祉法人上野市社会福祉協議会、社会福祉法人伊賀町社会福祉協議会、社会福祉法人島ヶ原村社会福祉協議会、社会福祉法人阿山町社会福祉協議会、社会福祉法人大山田村社会福祉協議会、社会福祉法人青山町社会福祉協議会（以下「関係法人」という。）は合併し、社会福祉法人伊賀市社会福祉協議会（以下「新法人」という。）を設立するにあたり、関係法人間で下記の契約を締結する。

第1条　　関係法人は、合併して新法人を設立し、関係法人は解散するものとする。

第2条　　合併により設立すべき新法人の名称、事務所の所在地、目的、社会福祉事業の種類等は次のとおりとする。

　　１．名　称

　　　　　社会福祉法人　伊賀市社会福祉協議会

　　

２．事務所の所在地

　　　　　主たる事務所　　三重県上野市中町２９７６番地１　

　　　　　従たる事務所　　三重県阿山郡伊賀町大字愛田５１３番地

三重県阿山郡島ヶ原村４７４３番地

三重県阿山郡阿山町大字馬場１１２８番地の１

三重県阿山郡大山田村大字平田６５６番地の１

三重県名賀郡青山町阿保１９８８の１番地

　　３．目　的

　　　　　社会福祉法人（以下「法人」という。）は、伊賀市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的とする。

　　

　　４．社会福祉事業の種類

　　　（1）社会福祉を目的とする事業の計画の企画及び実施

　　　（2）社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助

　　　（3）社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成

　　　（4）（1）から（3）のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業

　　　（5）保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡

　　　（6）共同募金事業への協力

（7）地域福祉活動推進事業

（8）老人介護支援センター事業
　　　（9）ホームヘルプサービス事業

　（10）老人デイサービス事業

　（11）身体障害者デイサービス事業

（12）居宅介護支援事業
　（13）訪問入浴事業

　（14）福祉用具貸与事業

　　　（15）福祉サービス利用援助事業

　（16）成年後見事業

　　　（17）グループホームの受託運営

　　　（18）病児保育室の受託運営

　（19）生活福祉資金貸付事業

   (20) 心配ごと相談事業

　 (21) その他この法人の目的達成のため必要な事業

　　５．役員に関する事項

　　　　　理事　　１８名

　　　　　監事　　　３名

　

　　６．定款の変更に関する事項

　　　（１）定款を変更しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得、評議員会の議決により、三重県知事の認可（社会福祉法43条第１項に規定する厚生労働省令で定める事項にかかるものを除く。）を受けなければならない。

　　　（２）前項の厚生労働省令で定める事項にかかる定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、三重県知事に届け出なければならない。

　　７．公告の方法

　　　　　新法人の掲示場に掲示するとともに、新法人の機関紙に掲載して行う。

第３条　新法人の資産額は、次のとおりとする。

　（１）現金　１２，０００，０００円

（２）土地　①三重県阿山郡大山田村大字平田６４１番地の３雑種地（８９．０㎡）

　　　　 　　　　　　②三重県阿山郡大山田村大字平田６４2番地の２雑種地（８．１０㎡）
　　　　　　　

第４条　新法人は、関係法人の平成１６年１０月３１日現在の貸借対照表及び財産目録を基礎とし、以後合併期日までにおける収入支出を加除し、合併期日における関係法人の権利義務一切を承継するものとする。

第５条　合併期日を平成１６年１１月1日とする。ただし、同日までに合併に必要な手続ができないときは、関係法人の代表者において更に協定するものとする。

第6条　関係法人は、本契約締結後その所有に係る一切の財産の管理に関し最善の注意をはらい、新たな義務等の負担その他重要なる取引については、予め関係法人の承認を受けるものとする。

第7条　本契約に規定する事項以外の事項といえども必要が生じたときは、合併条件に影響なき限り関係法人の代表者において協定し、執行するものとする。

第８条　新定款の作成とその他新法人設立のための事務については、関係法人より選任された設立事務共同執行者が行うものとする。

第９条　関係法人は、本契約の承認並びに設立委員の選任等合併に必要な議決を経るため、合併契約書に調印後、速やかに関係法人の理事会・評議員会を召集するものとする。

第10条　本契約締結の日から合併設立に至るまでに、天災地変その他の事由により関係法人の財産に重大な変化を来したときは、関係法人は、本契約を解除することができる。

第11条　本契約は、第9条の合併承認の議決を経た後、三重県知事の合併認可の日から効力を生ずるものとする。

上記契約の設立を証とするため本書を６通作成し、関係法人の代表者において署名捺印の上、各自その1通を保管するものとする。

平成１６年５月１７日
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